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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】搬送可能な基礎を熟練を要さずに簡易に製造可
能であり、コンクリート打設による歪みを防止しうる強
度を有し、少人数、短期間で基礎を構築することができ
る設置型基礎用の型枠構造体およびこれを用いた設置型
基礎ならびにその設置方法を提供する。
【解決手段】他の場所から運んで設置可能な設置型基礎
用の型枠構造体１であって、設置型基礎の外周形状に合
わせて枠状に形成されている型枠部２と、型枠部２の内
側に複数本の鉄筋により水平交差状に設けられている基
礎鉄筋部と、基礎鉄筋部の間からアンカーボルト４１を
鉛直上方に突出させて設けるアンカーボルト部４と、型
枠部２を構成する複数の型枠材のうち所定の対向位置に
ある型枠材同士を連結することによりコンクリート打設
時に当該型枠材が歪むのを防止する歪み防止部材５とを
有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の場所から運んで設置可能な設置型基礎用の型枠構造体であって、
　前記設置型基礎の外周形状に合わせて枠状に形成されている型枠部と、
　前記型枠部の内側に複数本の鉄筋により水平交差状に設けられている基礎鉄筋部と、
　前記基礎鉄筋部の間からアンカーボルトを鉛直上方に突出させて設けるアンカーボルト
部と、
　前記型枠部を構成する複数の型枠材のうち所定の対向位置にある型枠材同士を連結する
ことによりコンクリート打設時に当該型枠材が歪むのを防止する歪み防止部材と
　を有する、設置型基礎用の型枠構造体。
【請求項２】
　前記アンカーボルト部は、アンカーボルトを鉛直状に支持するためのアンカー支持部材
を有しており、当該アンカー支持部材が歪み防止部材に接合されている、請求項１に記載
の設置型基礎用の型枠構造体。
【請求項３】
　前記型枠部は、平面視で略コの字状に形成されている一対の短辺枠材と、平面視で直線
状に形成されている一対の長辺枠材とを接合することにより平面視で略矩形状に構成され
ているとともに、前記長辺枠材同士を複数の前記歪み防止部材により連結している、請求
項１または請求項２に記載の設置型基礎用の型枠構造体。
【請求項４】
　前記短辺枠材および前記長辺枠材の上端辺部が、内方向の斜め上方に折り曲げられて安
全な上端辺部として形成されている、請求項１から請求項３のいずれかに記載の設置型基
礎用の型枠構造体。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の型枠構造体の内側にコンクリートを打設して
なる設置型基礎。
【請求項６】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の型枠構造体の内側にコンクリートを打設して
硬化させ予め設置型基礎を製造し、基礎を設置する予定の場所を掘削し、砂利を投入して
転圧した後に、前記設置型基礎を運搬して設置し、当該設置型基礎の周囲を埋め戻すこと
を特徴とする設置型基礎の設置方法。
【請求項７】
　基礎を設置する予定の場所を掘削し、砂利を投入して転圧した後に、請求項１から請求
項４のいずれかに記載の型枠構造体を設置し、当該型枠構造体の周りを埋め戻した後に、
その内側にコンクリートを打設することを特徴とする設置型基礎の設置方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基礎の設置現場で型枠を組む必要のない基礎の型枠構造体に関し、特に他の
場所から運んで設置可能な型枠構造体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、構造物を設置する際には設置現場で据え付ける場所にコンクリート等により基礎
を形成し、この基礎上に前記構造物を設置するようにしている。前記基礎を形成する際に
は、設置現場に型枠を組み、その型枠内にコンクリートを打設して硬化させた後、型枠を
外して基礎を完成させている。このため、基礎を形成する度に型枠を組むための手間がか
かっており、熟練も要する。また、設置現場でコンクリートを硬化させるための期間が長
くなり、天候にも左右されることから工期も正確に定まらないという問題がある。
【０００３】
　このような問題に鑑みて、設置現場での据え付け作業を簡略化し、設置作業での工期の
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正確な設定を容易にできるという発明が提案されている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－７０１８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載された発明においては、予め製作された基礎を設置現
場に搬送して据え付け箇所に載置するだけで済むため、設置現場で型枠を製造する必要は
なくなるが、その運搬可能な基礎を工場などで製作する際の製作し易さ、性能、強度につ
いては何ら検討も工夫もされていない。つまり、造る基礎から置く基礎へ技術を発展させ
る際に生じる様々な課題について充分に検討・解決されていない。
【０００６】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであって、搬送可能な基礎
を熟練を要さずに簡易に製造可能であり、コンクリート打設による歪みを防止しうる強度
を有し、少人数、短期間で基礎を構築することができる設置型基礎用の型枠構造体および
これを用いた設置型基礎ならびにその設置方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る型枠構造体は、熟練を必要とせずに簡易に製造可能とするとともに、コン
クリートを打設した際の歪みを防止するという課題を解決するために、他の場所から運ん
で設置可能な設置型基礎用の型枠構造体であって、前記設置型基礎の外周形状に合わせて
枠状に形成されている型枠部と、前記型枠部の内側に複数本の鉄筋により水平交差状に設
けられている基礎鉄筋部と、前記基礎鉄筋部の間からアンカーボルトを鉛直上方に突出さ
せて設けるアンカーボルト部と、前記型枠部を構成する複数の型枠材のうち所定の対向位
置にある型枠材同士を連結することによりコンクリート打設時に当該型枠材が歪むのを防
止する歪み防止部材とを有する。
【０００８】
　また、本発明の一態様として、基礎の上に設置する構造体を連結するためのアンカーボ
ルトを確実に鉛直状に支持させるという課題を解決するために、アンカーボルト部は、ア
ンカーボルトを鉛直状に支持するためのアンカー支持部材を有しており、当該アンカー支
持部材が歪み防止部材に接合されていることが好ましい。
【０００９】
　また、本発明の一態様として、平面視で略矩形状の運搬可能な基礎を製造する際の歪み
を効率的に防止するという課題を解決するために、型枠部は、平面視で略コの字状に形成
されている一対の短辺枠材と、平面視で直線状に形成されている一対の長辺枠材とを接合
することにより平面視で略矩形状に構成されているとともに、前記長辺枠材同士を複数の
前記歪み防止部材により連結していてもよい。
【００１０】
　また、本発明の一態様として、設置型基礎の製造時や現場設置時に鋭利部分による怪我
を防ぐという課題を解決するために、前記短辺枠材および前記長辺枠材の上端辺部が、内
方向の斜め上方に折り曲げられて安全な上端辺部として形成されていることが好ましい。
【００１１】
　また、本発明に係る設置型基礎は、熟練を必要とせずに簡単に製造し、コンクリートを
打設した際の歪みを防止するとともに、簡易かつ安全に運搬できるという課題を解決する
ために、請求項１から請求項４のいずれかに記載の型枠構造体の内側にコンクリートを打
設して構成される。
【００１２】
　また、本発明に係る設置型基礎の設置方法は、熟練度を必要とせず、少人数、短期間で
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基礎を構築するという課題を解決するために、請求項１から請求項４のいずれかに記載の
型枠構造体の内側にコンクリートを打設して硬化させ予め設置型基礎を製造し、基礎を設
置する予定の場所を掘削し、砂利を投入して転圧した後に、前記設置型基礎を運搬して設
置し、当該設置型基礎の周囲を埋め戻すことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明に係る設置型基礎の設置方法は、熟練度を必要とせず、少人数、短期間で
基礎を構築するという課題を解決するために、基礎を設置する予定の場所を掘削し、砂利
を投入して転圧した後に、請求項１から請求項４のいずれかに記載の型枠構造体を設置し
、当該型枠構造体の周りを埋め戻した後に、その内側にコンクリートを打設することを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、搬送可能な基礎を熟練を要さずに簡易に製造可能であり、コンクリー
ト打設による歪みを防止しうる強度を有し、少人数、短期間で基礎を構築することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係る設置型基礎の型枠構造体の実施形態を示す平面図である。
【図２】本実施形態の型枠構造体を示す図１の底面図である。
【図３】本実施形態の型枠構造体を示す図１の正面図である。
【図４】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図５】図１のＢ－Ｂ線拡大断面図である。
【図６】本実施形態の型枠構造体において基礎鉄筋部を配した斜視画像である。
【図７】本発明に係る設置型基礎を示す斜視画像である。
【図８】本発明に係る設置型基礎に架台を設置した使用状態を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る設置型基礎の型枠構造体およびこれを用いた設置型基礎ならびにそ
の設置方法の実施形態について図面を用いて説明する。
【００１７】
　本実施形態の型枠構造体１は、図１から図６に示すように、主として、前記設置型基礎
１０の外周形状に合わせて枠状に形成されている型枠部２と、この型枠部２の内側に複数
本の鉄筋３１により水平交差状に設けられている基礎鉄筋部３と、この基礎鉄筋部３の間
からアンカーボルト４１を鉛直上方に突出させて設けるアンカーボルト部４と、前記型枠
部２を構成する複数の型枠材のうち所定の対向位置にある型枠材同士を連結することによ
りコンクリート打設時に当該型枠材が歪むのを防止する歪み防止部材５とを有している。
以下、これらの各構成についてより詳細に説明する。
【００１８】
　型枠部２は、設置型基礎１０の外周形状に合わせて枠状に形成されており、本実施形態
では、図１から図４に示すように、平面視で略コの字状に形成されている一対の短辺枠材
２１，２１と、平面視で直線状に形成されている一対の長辺枠材２２，２２とを接合する
ことにより、平面視で略矩形状に構成されている。短辺枠材２１および長辺枠材２２はそ
れぞれ長尺の金属平板を折り曲げ加工により形成されている。また、短辺枠材２１と長辺
枠材２２との接合部分は、腐食耐性の観点から溶接ではなく、図５に示すように、接合板
２３を介してボルトやネジにより接合されている。さらに、前記短辺枠材２１および前記
長辺枠材２２の上端辺部２４は、内方向の斜め上方に折り曲げられて傾斜面状を呈するよ
うに安全性が高められた上端辺部２４として形成されている。
【００１９】
　なお、本実施形態における型枠部２は、平面視で略矩形状に形成されているが、これに
限定されるものではなく、平面視で円形状や楕円状など設置型基礎１０上に設置される構
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造物の形状や重量等に応じて適宜変更してよい。また、矩形状の長さによっては短辺枠材
２１ではなく、長辺枠材２２をコの字状に形成してもよい。
【００２０】
　基礎鉄筋部３は、図６に示すように、前記型枠部２の内側に水平交差状に設けられてい
る複数本の鉄筋３１により構成されている。これらの鉄筋３１は基礎を構成する鉄筋コン
クリートのうちの鉄筋３１を構成するものであるから、その強度を担保することができる
ように型枠部２の内側であって上方側に、適度な間隔を隔てて網の目を形成するように多
数本配置されている。
【００２１】
　アンカーボルト部４は、図１から図６に示すように、基礎鉄筋部３の間からアンカーボ
ルト４１を鉛直上方に突出させて設けるためのものである。本実施形態のアンカーボルト
部４は、平面視で略矩形枠状のアンカー支持部材４２を有しており、このアンカー支持部
材４２の四隅にボルト挿通孔４３がそれぞれ形成されている。そして、これらのボルト挿
通孔４３に所定の長さのアンカーボルト４１が挿通されてナット４４で固定されている。
なお、アンカーボルト４１は、基礎上に設置される構造体を連結固定するものであるから
、当該構造体に合わせて本数や配置箇所が決定される。本実施形態では、型枠部２の長手
方向両端部の内側位置にそれぞれ一カ所ずつ配置されている。また、アンカー支持部材４
２は、後述する歪み防止部材５に接合されているためアンカーボルト４１を鉛直上方に確
実に支持することができるようになっている。
【００２２】
　歪み防止部材５は、型枠部２を構成する複数の型枠材のうち所定の対向位置にある型枠
材同士を連結することによりコンクリート打設時に当該型枠材が歪むのを防止するもので
ある。本実施形態では、型枠部２のうち短辺枠材２１は略コの字状に形成されているため
歪みにくく、長辺枠材２２側で歪み易いとの知見から、長辺枠材２２同士を複数の歪み防
止部材５により連結している。具体的には、中央側に配置された３本の略Ｌ字状の歪み防
止部材５ａと、アンカー支持部材４２を接合しつつ歪み防止機能を担っている４本（各一
対）の平板状の歪み防止部材５ｂとを有している。
【００２３】
　以上のような本実施形態の設置型基礎１０の型枠構造体１について、各構成の作用とと
もに奏する効果を説明する。
【００２４】
１．本実施形態の型枠構造体１はコンクリートを打設すれば基礎を完成できるため、設置
現場にて型枠を組み立てたり、取り外す必要がなく、熟練を必要とせずに簡易に基礎を製
造できる。
２．歪み防止部材５が対向位置にある型枠材同士を連結しているため、コンクリートを打
設した際の歪みを防止することができる。特に略矩形状の型枠部２では長辺枠材２２が打
設により歪み変形しやすいところ、歪み防止部材５によって長辺枠材２２同士を連結する
ことにより効果的に歪み変形を防止することができる。
３．アンカーボルト４１を支持するアンカー支持部材４２が歪み防止部材５に接合されて
いるため、前記アンカーボルト４１を確実に鉛直状に支持させることができ、基礎上に構
造物をより正確に設置することができる。
４．短辺枠材２１および長辺枠材２２の上端辺部２４がそれぞれ内方向の斜め上方に折り
曲げられて安全な上端辺部２４として形成されているため、設置型基礎１０の製造時や現
場設置時に型枠部２の鋭利部分で怪我をしてしまうのを防止できる。
【００２５】
　つぎに、本発明に係る設置型基礎１０の一実施形態について説明する。
【００２６】
　本実施形態の設置型基礎１０は、図７に示すように、上述した型枠構造体１における型
枠部２の内側に上端辺部２４までコンクリートを打設し、アンカーボルト４１が突出した
状態にて硬化させることにより製造される。そして、図８に示すように、当該設置型基礎
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１０を設置場所に搬送し、基礎上に架台などの構造物を配置して各アンカーボルト４１と
連結することにより固定するようになっている。
【００２７】
　以上のような本実施形態の設置型基礎１０によれば、工場等の設置現場から離れた場所
や設置現場近くのコンクリート打設しやすい場所など、設置場所とは異なる場所において
コンクリートを打設して製造できる。但し、このような製造に限定されるものではなく、
例えば型枠構造体１を設置場所まで搬送して配置し、周辺を埋め戻した後に現場でコンク
リートを打設する方法で利用してもよい。また、設置現場にて型枠を組んだり、外す必要
もないため、工期が短縮される。
【００２８】
　つぎに、本発明に係る設置型基礎１０の設置方法の一実施形態について説明する。
【００２９】
　本実施形態の設置型基礎１０の設置方法は、まず、工場等の基礎の設置場所とは異なる
場所において前述した型枠構造体１の内側にコンクリートを打設して硬化させることによ
り設置型基礎１０を製造する。一方、設置現場においては、基礎を設置する予定の場所を
掘削して床均した後に、砂利を投入して転圧して基礎を設置可能な状態にする。この設置
場所に別途、製造した設置型基礎１０を運び入れ、設置後に当該設置型基礎１０の周囲を
埋め戻すことにより基礎の設置が完了する。
【００３０】
　なお、前述した設置方法に限定されるものではなく、例えば、設置現場において砂利を
投入して転圧した後に型枠構造体１を設置し、その周辺を埋め戻した後に前記型枠構造体
１の型枠部２の内側にコンクリートを打設し、硬化させることにより設置型基礎１０を完
成させるようにしてもよい。
【００３１】
　以上のような本実施形態の設置型基礎１０の設置方法によれば、設置現場で予め基礎枠
材を組んだり取り外す作業が不要となるし、少人数でしかも短期間に基礎を構築すること
ができる。また、正確な工期の予定も立てやすくなる。さらに、安全かつ強度の高い型枠
構造体１をそのまま基礎として利用できるため、耐久性の高い基礎を設置することができ
る。
【００３２】
　なお、本発明は、前述した実施形態に限定されるものではなく、適宜変更することがで
きる。例えば、型枠部２の形状や基礎鉄筋部３の本数、アンカーボルト部４の配置箇所や
歪み防止部材５の連結箇所や本数など、設置する基礎や構造物に応じて適宜変更すること
が可能である。また、型枠構造体１にコンクリートを打設する場所も現場の状況や工期に
応じて適宜、選択変更することが可能である。
【符号の説明】
【００３３】
　１　型枠構造体
　２　型枠部
　３　基礎鉄筋部
　４　アンカーボルト部
　５　歪み防止部材
　５ａ　略Ｌ字状の歪み防止部材
　５ｂ　平板状の歪み防止部材
　１０　設置型基礎
　２１　短辺枠材
　２２　長辺枠材
　２３　接合板
　２４　上端辺部
　３１　鉄筋
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　４１　アンカーボルト
　４２　アンカー支持部材
　４３　ボルト挿通孔
　４４　ナット

【図１】
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【図４】
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